
こども食堂開設体験事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

この要領は、郡山市が、こども食堂開設体験事業業務を委託するにあたり、公募型プロポーザル

方式により、企画力、技術力、実績等の点から最適な事業者の選定を行うために、必要な事項を定

める。 

 

１ 業務概要 

(1) 事業の目的 

   こども食堂を立ち上げたい、興味があるといった声が年々増えていることから、こども食堂

の準備から開設までを体験できる「こども食堂開設体験事業」を実施し、参加者にこども食堂

についての理解を深めていただき、こども食堂の新規開設を促進することを目的とする。 

(2) 業務名 

こども食堂開設体験事業 

(3) 業務内容 

別紙「こども食堂開設体験事業業務仕様書」のとおり 

(4) 業務期間 

契約締結の日から令和８年９月 30 日まで 

(5) 提案上限額 

260,700 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２ 参加資格 

次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

(2) 郡山市競争入札に係る有資格業者指名停止等措置要綱（令和７年３月 28 日制定）に基づく

指名停止期間中の者（入札日までに指名停止基準に該当することとなった者を含む。）でない

こと。 

(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づ

き、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手

続開始又は再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生手続終結又は再生手続終結

の決定を受けた者については、当該更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされなかっ

たものとみなす。 

(4) 役員等が郡山市暴力団排除条例（平成 24 年郡山市条例第 46 号）第２条第２号に規定する暴

力団員又は第８条に規定する社会的非難関係者と認められる者でないこと。 

(5) 郡山市こども食堂ネットワークに登録している団体又は当該団体と共にこども食堂を運営

している者であること。 

(6) 郡山市内において、こども食堂やその他こどもの居場所づくりにおける経験を３年以上有

し、利用者からの相談への対応及び適切な関係機関等への繋ぎができる者であること。 

(7) 別添の仕様書で定める委託業務について、充分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有

すること及び本市の指示に柔軟に対応できること。 



(8) 地域におけるこども食堂の役割や在り方について、こどもの貧困対策や地域のセーフティ

ーネットとしての観点から説明することができ、こどもが健やかに成長し自立できる社会の実

現に向けた提案をすることができる者であること。 

(9) こども食堂の新規開設の相談に対し、具体的な助言、指導を行うことができる者であるこ

と。 

 

３ スケジュール 

(1) 令和８年５月 22 日(金) プロポーザル実施要領等の公表（市ホームページ掲載、公告） 

(2) 令和８年５月 28 日(木) 質問受付期限 

(3) 令和８年６月 ２日(火) 質問に対する回答期限 

(4) 令和８年６月 ８日(月) 参加申込書及び企画提案書等提出期限 

(5) 令和８年６月 11 日(木) プロポーザル資格審査結果通知期限（予定） 

(6) 令和８年６月 18 日(木) 企画提案書等審査結果通知（予定） 

(7) 令和８年６月 19 日(金) 契約締結（予定） 

 

４ 質問の受付及び回答 

 (1) 提出期限：令和８年５月 28 日(木) 午後５時(必着) 

(2) 提出方法：質問書（様式第３号）を電子メールでこども総務企画課へ提出し、必ず電話で到

達確認を行うこと。 

(3) 回答期限：令和８年６月２日(火) 

(4) 回答方法：郡山市ウェブサイトに掲載（団体名非公表） 

 

５ 参加申込書等の作成及び提出 

(1) 提出書類 

ア  参加申込書（様式第１号） 

イ  事業者概要（様式第２号） 

ウ  企画提案書（任意様式）※提案は、１団体につき１案とする。 

企画提案書は「こども食堂開設体験事業業務仕様書」を踏まえ、次のとおり作成する。 

(ｱ) 企画提案書の規格企画提案書は任意様式とし、Ａ４版（縦・横問わず）で表紙及び目次

を含め 20 ページ以内で作成する。資料の作成上Ａ３版とした方が確認しやすい場合は、

Ａ３版の利用を認める。なお、Ａ３版とした場合は、Ａ４版の２ページ分としてカウント

する。 

(ｲ) 提出部数 

６部（正本１部、副本５部） 

なお、副本は事業者名を黒塗りとすること。 

(ｳ) 企画提案書の記載内容 

  「こども食堂開設体験事業業務仕様書」を踏まえ、事業の実施に関する提案について具

体的に記載し、見やすく分かり易いものとなるよう配慮し作成すること。 

なお、事業費上限額の範囲内において、専門的見地から有益だと思われる事項について

は、仕様書に定めた業務以外であっても提案可能とする。 



エ 見積書（任意様式） 

※必要経費については、業務内容及び人件費等の積算根拠（内訳等）がわかるように見積金

額とその内訳書を記載した任意の様式で提出すること。 

 (2) 提出期限：令和８年６月８日(月) 午後５時（必着） 

(3) 提出方法：持参又は郵送にてこども総務企画課に提出 

※いずれも事前に電話で連絡すること。なお、郵送の場合は、書留等の発送・配達の確認が

できる方法によることとし、提出期限までに到着したものを有効とする。また、必ず電話

で到達確認を行うこと。 

※持参の場合は、郡山市の休日を定める条例（平成２年郡山市条例第７号）第１条に規定す

る市の休日（以下「市の休日」という。）を除く午前８時 30 分から午後５時 15 分までの

受付とする。（ただし、６月８日（月）は、午後５時までの受付とする。） 

 

６ 審査方法 

(1) 資格審査 

「２ 参加資格」の事項を満たす者かを審査する。結果については、令和８年６月 11 日(木)

（予定）までに電子メールで通知する。 

 (2) 選定委員会 

発注者は、プロポーザルについて審査を行うため、「こども食堂開設体験事業業務委託に係

るプロポーザル選定委員会（以下、「審査委員会」）」を置く。 

 (3) 提案内容の審査 

「審査委員会」において、審査・選定を行う。審査は書類審査による。 

 

７ 選定基準 

  提出された提案書等について、下記の事項に基づき選定委員が採点を行い、最も評価の高い者

を契約候補者、次に評価の高い者を次順位者として決定する。 

 (1) 実施体制（15 点） 

 (2) 企画提案内容（25 点） 

 (3) 見積額（10 点） 

※参加申込者が１者のみであった場合でも、提出された企画提案書等により発注者が求める

目的に沿ったものであると判断した場合においては、その者を契約候補者とすることに何

ら支障がないものとする。 

※企画提案書等に対する評価点の合計点が満点の 50％未満となった場合は、契約候補者と

しないことがある。次順位者においても同様の取り扱いとする。 

※評価点の最も高い者が複数いた場合、(2)が最も高い者を契約候補者とする。 

 

８ 失格事項 

参加者が次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

(1) 参加資格要件を満たしていない場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3) 実施要領等に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 



(4) 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

(5) 参考見積書の金額が、提案上限金額を超過した場合 

 

９ 契約条件 

(1) 提出された提案書等について選定委員会で審査し、最も優れている提案者を契約候補者と

して、随意契約の手続きを行う。 

なお、契約候補者と契約締結に至らない場合は、次順位者を新たな契約候補者とし、手続き

を行う。 

(2) 契約候補者の特定から契約締結までに「８ 失格事項」に該当する事由が発生した場合は、

契約を締結しないことがある。 

(3) 発注者は契約にあたり、採用した企画提案内容等について変更を求めることができるもの

とする。 

(4) 契約保証金については、郡山市契約規則（昭和 40 年郡山市規則第 49 号）第８条第１項第５

号により免除とする。 

(5) 契約書の作成を要する。電子契約による契約も可とする。 

(6) 委託料の支払いについては、発注者は、全ての業務完了後に行う検査合格の後、受注者が提

出する適正な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。 

 

10 担当部局 

〒963-8601 郡山市朝日一丁目 23 番７号 郡山市役所西庁舎３階 

郡山市こども部こども総務企画課放課後児童サポート係 

電話番号 024-924-3801 ファクシミリ 024-924-3802 

メールアドレス kodomosoumu@city.koriyama.lg.jp 

 

11 その他の留意事項 

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 企画提案書に関するプレゼンテーションは実施しないが、ヒアリングを行う場合がある。 

(3) 提出期限以降における書類の差替え及び再提出は認めない。 

(4) 提出書類は返却せず、著作権は参加申込者に帰属する。 

(5) 提出書類は本プロポーザルの実施以外の目的では使用しない。 

(6) 書類の作成、提出及びその説明に関する費用は、参加申込者の負担とする。 

(7) プロポーザル実施に関する審査結果については、郡山市ウェブサイトに掲載する。 


